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研究成果の概要（和文）：近世諸藩の裁判史料の所在状況の調査を行い、その結果所在が判明

したものから、秋田、荘内、福岡、和歌山、姫路、鳥取、津山、久留米、萩、宇和島等の諸藩

の刑事裁判史料をデジタル撮影し、収集した。またそれらの一部についてはホームページ上で

公開できる準備を整えた。また、収集した史料のうち、丹後田辺藩および対馬藩の刑事裁判史

料については、翻刻作業を進め、史料集の刊行が可能な状態にした。 
 
 

研究成果の概要（英文）：We researched whereabouts of criminal documents of several clans. And we 

took digital pictures of AKITA, SYONAI, FUKUOKA, WAKAYAMA, HIMEJI, TOTTORI, 

TSUYAMA, KURUME, HAGI, and UWAJIMA clans’ criminal documents. We prepared to disclose a 

part of those digital pictures in our homepage. We decoded criminal documents of TANGO-TANABE 

and TSUSHIMA clan, and prepared to publish source books. 
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１．研究開始当初の背景 

 平成１１年度～平成１４年度にかけて、研

究代表者は分担者１７名とともに「データベ

ースの構築に向けた藩法史料の総合的研究」

と題し科学研究費補助金（基盤研究（Ａ）

（１）・課題番号１１３０２００１）で藩法

史料の探索・校訂・デジタル化を通じてデー

タベースの構築に取り組んできた。本研究は

その成果を踏まえて一層一層一層一層のののの研究研究研究研究のののの展開展開展開展開を図

るものである。 

 近時の藩法研究では、日本は明治維新以降

急速に近代法典を制定し、実施することに成

功したが、実際には近世幕藩法制の中で既に

近代的法実践と類似した施策がとられてい

たことを強調する向きが強い。封建制の下に

ありながら、近代近代近代近代とととと類似類似類似類似するするするする法的安定性法的安定性法的安定性法的安定性・・・・妥妥妥妥

当性当性当性当性のののの確保確保確保確保をををを目指目指目指目指すすすす動動動動きをきをきをきを検出検出検出検出しようとすしようとすしようとすしようとす

るるるる藩法研究藩法研究藩法研究藩法研究のののの動向動向動向動向は、上記課題研究参加者の

成果の中にも認められ、今後の日本近世法史

研究はおろか、日本近世史研究にも重要な刺

激を与えよう。 

 そのうち幕府法制史料はまだ比較的良好

な状態で保存されているが、日本全土の３／

４の地域を支配していた藩の法制史料は、維

新段階や第２次大戦の戦乱、その後の経済的

混乱をうけて、専門職員が配置されている諸

施設の保管史料以外は、史料の性格も明らか

にされないまま放置された。虫食い等によっ

て滅失の危機にある史料も前回の調査で散

見された。また原本は良好でも昭和３０年代

活発に撮影されたマイクロフィルムは劣化

現象が出現しており、新新新新たなたなたなたな保存対策保存対策保存対策保存対策がががが必要必要必要必要

になっているになっているになっているになっている。。。。前回前回前回前回のののの調査調査調査調査にににに洩洩洩洩れたれたれたれた諸藩諸藩諸藩諸藩のののの調調調調

査査査査をををを続行続行続行続行しししし、、、、主要主要主要主要なななな史料史料史料史料についてについてについてについて本研究本研究本研究本研究はははは電電電電

子媒体子媒体子媒体子媒体（ＣＤ（ＣＤ（ＣＤ（ＣＤ・・・・ＤＶＤ）ＤＶＤ）ＤＶＤ）ＤＶＤ）によるによるによるによる保存保存保存保存をををを図図図図りりりり、、、、

貴重貴重貴重貴重なななな文化遺産文化遺産文化遺産文化遺産をををを後代後代後代後代にににに伝伝伝伝えるえるえるえる意図意図意図意図をををを持持持持つつつつ。。。。 

 

２．研究の目的 

 本研究は、全国的全国的全国的全国的にににに藩法史料藩法史料藩法史料藩法史料のののの所在状況所在状況所在状況所在状況のののの

調査調査調査調査をををを続行続行続行続行しししし、、、、採集採集採集採集したしたしたした主要主要主要主要なななな藩法史料藩法史料藩法史料藩法史料につにつにつにつ

いていていていて全文検索機能全文検索機能全文検索機能全文検索機能をををを付加付加付加付加したしたしたした解読史料解読史料解読史料解読史料のののの画画画画

像化像化像化像化のののの方策方策方策方策をををを目指目指目指目指しししし、日本近世法研究の展開

を図るだけでなく近代法研究にも問題提起

を行うことを目的としている。前回も４年計

画で取り組み、大小２６０に及ぶ藩のうち３

１藩の原史料と地方史刊行物の現況を報告

すると共に、盛岡・熊本・対馬・宇和島・山

口各藩のデジタルデータ化を実行、藩法研究

会（中部）ホームページにアップロードした

が、残された藩について参加者全員の努力に

より史料所在史料所在史料所在史料所在のののの状状状状況把握況把握況把握況把握をををを終終終終えるようえるようえるようえるよう取取取取りりりり

組組組組むむむむ。。。。そして研究会を通じて重要史料重要史料重要史料重要史料とととと判断判断判断判断

されたされたされたされた史料史料史料史料のののの電子媒体保存電子媒体保存電子媒体保存電子媒体保存をををを続行続行続行続行すると共

に、前回の取り組みでは盛岡藩を除き実現出

来なかった採集史料採集史料採集史料採集史料のののの解読作業解読作業解読作業解読作業を強化し、出

版化を図る。出版化に当たっては、本研究に

よりデジタル化された文字データが版下作版下作版下作版下作

成成成成からからからから印刷印刷印刷印刷にもにもにもにも対応可能対応可能対応可能対応可能ななななデータベースデータベースデータベースデータベースと

なる。 

３．研究の方法 

（１） 

 ４年間のなかで、前回の折りには必ずしも

充分に行えなかった九州地方・中部北陸地

方・関東地方・東北地方の史料悉皆調査を重

点的に行う。このために全員を別記および下

記役割分担に示したように分けて史料の所

在状況の調査を行う。特に史料の性格内容・

分量・時代・所蔵者・既に活字化されている

か、またコピー或いはマイクロフィルムの有

無を各藩について調査し、データベース化の

必要と判断される史料はその解読作業を前

回に続き再開することを基本とする。 

（２） 

 調査状況の報告・発見した史料の価値判断



    

等のために、特に問題問題問題問題となるとなるとなるとなる史料史料史料史料のののの所在地所在地所在地所在地でででで

合宿研究会合宿研究会合宿研究会合宿研究会を開催する。 

（３） 

 前回の調査により多量の史料画像が集積

できたが、多くの研究者が大学運営のため多

忙状態であり、データベース化の前提となる

史料史料史料史料のののの解読解読解読解読・・・・入力入力入力入力が遅れている。このため丹

後田辺藩『刑罪筋日記抜書』・対馬藩『罰責』・

四国諸藩藩法史料の解読・入力作業に一方の

重点を置き、大学院生をはじめとした研究協

力者の助力を仰ぐ。可能ならば、盛岡藩に続

く『近世刑事史料集』の続巻の刊行を図る。 

（４） 

 本補助金によって今回取得した史料につ

いては、調査した史料所在リストを整理して

コンピューター入力する一方、デジタルカメ

ラで撮影した史料を画像データとして保存

し、データの整理作業後は、当面は研究代表

者、研究分担者、連携研究者間で共同利用す

るホームページ上にアップロードできるよ

う手配を行い、著作権の問題などをクリアし

て全研究者に公開する基盤を構築する準備

を進める。 

 このため設備備品費として、既に前回２台

のコンピューターを申請購入し、史料画像の

処理作業および保管、ＷＥＢページへのアッ

プロードをコンピュータを設置した名城大

学に集中させた。 

 この作業のため、前回購入コンピューター

の陳腐化およびその後の性能向上に対応し、

あわせて前年度以来各各各各研究者研究者研究者研究者がががが収集収集収集収集・・・・処理処理処理処理しししし

たたたた画像画像画像画像およびおよびおよびおよび入力入力入力入力したしたしたした文字文字文字文字データデータデータデータをををを蓄積蓄積蓄積蓄積し、

また相互に交換、さらに広く研究者にインタ

ーネット経由で公開するためのコンピュー

ターを準備する。 

（５） 

本研究の課題たるデータベース利用によ

り総合的比較藩法研究の論文集の刊行に取

り組み、４年間の研究成果を学界に問う。 

４．研究成果 

（１） 

 今回は、刑事裁判史料を中心に、前回科研

費採択時に調査が及ばなかった地域の史料残

存状況を調査し、その結果発見されたものを

デジタル撮影した。 

 その結果、以下の藩の刑事裁判資料画像を

取得することができた。 

（佐賀藩） 

「「「「科人帳科人帳科人帳科人帳」、「」、「」、「」、「口書口書口書口書」」」」他 22種 7689コマ 

（福岡藩） 

「「「「罸罸罸罸」「」「」「」「御構記録御構記録御構記録御構記録」」」」他 4種 110コマ 

（対馬藩（田代領）） 

「「「「賞罰之部賞罰之部賞罰之部賞罰之部」」」」192コマ 

（鳥取藩） 

「「「「因伯因伯因伯因伯御追放人帳御追放人帳御追放人帳御追放人帳」」」」「「「「御咎之部御咎之部御咎之部御咎之部」「」「」「」「御刑罰之御刑罰之御刑罰之御刑罰之

部部部部」」」」他 49種 6101コマ 

（久留米藩） 

「「「「郡中刑罰抄郡中刑罰抄郡中刑罰抄郡中刑罰抄」」」」他 7種 811コマ 

（秋田藩） 

「「「「刑罰式刑罰式刑罰式刑罰式」「」「」「」「刑罰並犯罪人取扱方刑罰並犯罪人取扱方刑罰並犯罪人取扱方刑罰並犯罪人取扱方にににに付伺付伺付伺付伺」」」」他

8種 589コマ 

（鶴岡藩（荘内藩）） 

「「「「政府政府政府政府」「」「」「」「諸類例集諸類例集諸類例集諸類例集」」」」他 29種 3301コマ 

（津山藩） 

「「「「断獄定書断獄定書断獄定書断獄定書」「」「」「」「断奕例鈔断奕例鈔断奕例鈔断奕例鈔」「」「」「」「折獄例鈔折獄例鈔折獄例鈔折獄例鈔」」」」他 1247

コマ 

（熊本藩） 

「「「「詐偽詐偽詐偽詐偽」「」「」「」「盗賊盗賊盗賊盗賊」」」」他 7種 13485コマ 

 とりわけ、鳥取藩の刑事裁判史料について

は、鳥取県立博物館所蔵の大部分の史料を撮

影することができた。取得した画像は現在補

正処理中であるが、済み次第、研究代表者・

研究分担者・連携研究者・研究協力者が分担

して翻刻作業に取りかかる予定である。また、

同藩については同館に家老をはじめとする各

役所・役職の日記が残存している。今回取得



    

した刑事裁判史料に記載されている一件ごと

の事件と、それに対応する時期の役所・役職

日記に記載されている行政記録を付き合わせ

ることにより、犯罪事件そのものの内容や、

当時の刑事裁判の背景がより具体的に明らか

にできるものと思われる。現在計画中の論文

集（後述（３））において、その成果の一端

を明らかにする予定である。 

また、同藩の調査により得られた知見は、

同様に調査した他の藩の分析においても応用

可能なものである。4年間を通じ、調査、撮

影対象を刑事裁判記録そのものに絞ったが、

すでに公になっているものを含め、行政記録

（とりわけ役所・役職ごとの日記記録）との

照合により、刑事裁判をより深く分析する足

がかりが得られた。 

なお、熊本藩については、山中至（研究分

担者）を中心として、熊本大学付属図書館内

の永青文庫史料の一部を撮影した。1万コマ

を越える膨大なものであるが、刑事裁判史料

のみに限っても、全体のごく一部しか撮影で

きていない。ただ、上述したように、同藩に

残る豊富な行政記録と照合することによって

大きな研究成果が期待できる。翻刻および公

開については、永青文庫および熊本大学と協

議しつつ検討する。 

（２） 

 また前回の科研費補助金により取得した諸

史料のうち、丹後田辺藩丹後田辺藩丹後田辺藩丹後田辺藩「「「「刑罪筋日記抜書刑罪筋日記抜書刑罪筋日記抜書刑罪筋日記抜書」」」」

および対馬藩対馬藩対馬藩対馬藩「「「「罰責罰責罰責罰責」」」」は第一次的な翻刻作業

が完了し、盛岡藩に続く『近世刑事史料集』

シリーズの刊行に向けて校正作業を進めた。

2010年秋の刊行助成申請に向けて準備中であ

る。 

ただし、対馬藩「罰責」は、前回刊行した

『近世刑事史料集 1 盛岡藩』と同一の体裁

とした場合、6000 頁を超える分量となり、分

冊せざるをえない。そのためどのような形で

成果を公にするかについてデジタルデータそ

のものの公開も含め現在検討している。 

（３） 

 2007年 2月に刊行助成を得て論文集『大名

権力の法と裁判』を刊行することができた。4

年間の研究代表者・研究分担者・連携研究者・

研究協力者の活動を発表するために、2冊目

の論文集を企画しており、まとまり次第、こ

ちらも刊行助成の申請を検討する。今回の研

究で得られた研究視角（前述（１））にもと

づき、多様な史料を駆使した研究成果を発表

する予定である。 

（４） 

 上述したように、4年間の研究により、デ

ータベース展開の基礎となるデータ収集およ

びその公開の準備ができたと考えるが、他方

で以下のような課題が残った。 

① データベース展開により複数の藩の刑事

政策を比較する（比較藩法史）というコ

ンセプトで共同研究を計画したが、その

面における成果は、今後の課題とせざる

を得なかった。上述（１）で述べたよう

に、鳥取藩について豊富に残存する行政

記録を活用しながら、一つの藩の中での

刑事裁判記録の分析を深化する方向性を

見いだすことができたというのが、今回

の大きな収穫であるが、それと同時に、

構築したデータベースを活用し、地域横

断的な刑事裁判記録の分析を進めていく

ことが課題として残った。 

② 史料収集の過程で、新たに発見した史料

が多数あったが、それらの全てを撮影す

ることはできなかった。その原因として

は、上述したように近年の研究者の多忙、

減少、高齢化により、撮影・翻刻作業に

十分な労力を使うことができないという

こともあるが、今回の研究においては専

門業者による撮影依頼のための費用を十



    

分に確保したにもかかわらず、所蔵機関

の協力を得ることができず、史料の所在

を確認しながら、撮影に至らなかった場

合もあり、まことに残念であった。史資

料のデジタル撮影に対する所蔵機関側の

理解が以前に比べて格段に進んだことを

実感しているが、特に刑事裁判史料につ

いては、歴史資料とはいえ、プライバシ

ーとの関係で公開に慎重になる嫌いもあ

る。研究の意義をより分かりやすくアピ

ールするなど、所蔵機関の理解を得る努

力が今後も必要である。 
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